
（別紙４）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

富士フイルムＦＰＤシステム保守　一式
柳井医療センター院長　住元　了
山口県柳井市伊保庄９５

令和4年1月31日

富士フイルムメディカル
株式会社中国支社
広島県広島市中区中
島町２－２１

当該業務を履行できる唯
一の業者であり、他に対
応できる業者がいないた
め（独立行政法人国立病
院機構会計規程第５２条
第４項に該当）

― 6,890,400 ― 0
契約期間
R4.2.1
　～R9.1.31

（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注３）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

備　考

（注１）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第３４条の規定に基づき設立された法人）
　　　に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の氏名
及び住所

随意契約によることとし
た理由及び会計規程等
の根拠条文

予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数
（人）

公益法人の場合


